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 議事内容  下記の とおり  
 
 
 

*１  会議名  第１０回津市上下水 道事業経営審議会  

２  開催日時  令和５年２月２７日 （月）  
午後２時００分から 午後４時００分まで  

３  開催場所  津市上下水道庁舎  ２階大会議室  

４  出席者の氏名  

（津市上下水道事業 経営審議会委員）  
加治佐隆光（会長） 、小黒敏克（副会長 ）、石田健

児、今井和美、関口 敦子、髙山幸憲、畑 井育男、藤田

雅子、松井信幸  
（事務局）  
上下水道事業管理者  松下浩己  
上下水道事業局長   濵口耕一  
上下水道事業局次長  格嶋淳夫  
水道工務担当参事（ 兼）水道工務課長  山﨑浩史  
水道施設課長     池山裕介  
下水道施設課長    川本勝久  
上下水道管理局長   浅井英幸  
上下水道管理局次長  上嶋幹久  

経営企画課長     鎌井幸則  

上下水道管理課長   濵地秀幸  

経営企画課調整・経 営企画担当主幹  山 本裕介  

上下水道管理課調整 ・管理担当主幹  野 田遊喜  
上下水道管理課管理 担当主事  安部穂乃 香  

５  内容  

⑴  第 ２ 次 津 市 水 道 事 業 基 本 計 画 の 中 間 見 直 し に つ い

て  

⑵  津市下水道事業基本 計画の中間見直しに ついて  

⑶  その他  

６  公開又は非公開  公開  

７  傍聴者の数   

８  担当  

上下水道管理局上下 水道管理課管理担当  

電話番号  059ー 237ー 5811 

Eー mail  237ー 5811@city.tsu.lg.jp 

審 議 会 等 の 会 議 結 果 報 告  

mailto:5811@city.tsu.lg.jp
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経 営 企 画 課

長  

お待たせいたしまし た。定刻となりまし たので、ただいまか

ら第 10 回津市上下水道事業経営審議会 を開催いたします。 委

員 の 皆 様 に は 大 変 ご 多 用 の と こ ろ 御 出 席 を 賜 り 大 変 厚 く お 礼

申し上げます。私、本日の司会を務めさ せていただきます上 下

水 道 管 理 課 長 で ご ざ い ま す 。 ど う ぞ よ ろ し く お 願 い い た し ま

す。なお、本日の会 議は新型コロナウイ ルス感染症拡大防止 の

観点からマスクの着 用、アルコール消毒 などにご協力をお願 い

いたします。また本 審議会は津市の審議 会等の会議の公開に 関

する指針に基づき公 開としており、会議 結果をホームページ に

掲載いたしますので ご了承いただきたい と存じます。それで は

開 催 に 当 た り ま し て 松 下 上 下 水 道 事 業 管 理 者 か ら ご 挨 拶 を 申

し上げます。  

 

【挨拶】  

 

 

それではここから着 席で失礼いたします 。本日の出席状況で

ございますが、委 員 10 名中現在の出席 委 員は８名であります 。

今 井 委 員 に つ き ま し て は 少 し 遅 れ て み え る と い う こ と で ご ざ

います。津市上下水 道事業経営審議会条 例第６条第２項の規 定

に基づき、この会議 が成立していること をご報告いたします 。

そ れ で は 初 め に お 手 元 に 配 布 い た し ま し た 資 料 の 確 認 を お 願

いいたします。第 10 回津市上下水道事 業経営審議会事項書 、

座席表、委員名簿、第２次津市水道事業 基本計画中間見直し 概

要版、津市下水道事 業基本計画中間見直 し概要版、参考資料 、

お配りしている資料 は以上の６点でござ います。不足してい る

資 料 等 が ご ざ い ま し た ら お 申 し 出 下 さ い 。 よ ろ し い で し ょ う

か。それでは審議会 条例第６条第１項の 規定により会長が議 長

を務めていただくよ う規定していますこ とから、この後は加 治

佐会長に議事進行を お願いしたいと思い ます。委員の皆様へ の

お願いをいたします 。ご発言をいただく 際にはマイクのご使 用

をお願いいたします 。会長よろしくお願 いいたします。  

 

それではこれより私 が議長を務めます。議事運営につきまし

ては委員各位の各別 のご協力をお願いい たします。お手元の 事

項書２の協議事項に 入りたいと思います 。本日の会議の進め 方

で す が ⑴ の 第 ２ 次 津 市 水 道 事 業 基 本 計 画 中 間 見 直 し に つ い て

ご協議をいただき、その後下水道工務課 長及び下水道施設課 長

が 入 室 の 上 、 ⑵ の 津 市 下 水 道 事 業 基 本 計 画 中 間 見 直 し に つ い

て、及び⑶その他に ついてご協議をいた だきたいと思います 。  

また公開対象の会議 でありますことから 、ご発言の際は、挙

手 の 後 指 名 を 受 け 名 前 を 名 乗 っ て い た だ い て か ら 御 発 言 い た

だきますようお願い いたします。それで は事項⑴「第２次津 市

水道事業基本計画の 中間見直しについて 」事務局から説明を お

願いいたします。  

 

それでは、お手元に お配りさせていただ きました第２次津市

水道事業基本計画中 間見直し概要版でご ざいますが、今回は 既
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存計画の見直しでご ざいますことから、情勢の変化や新たに 行

おうとする事業など 、またそれに伴いま す財政シミュレーシ ョ

ンの変更などを当概 要版によりご説明申 し上げます。それで は

２枚めくっていただ きまして１ページを お願いいたします。１

の経緯でございます 。今回ご審議いただ きますのは平成３０ 年

度 か ら 令 和 ９ 年 度 ま で を 計 画 期 間 と し て 策 定 い た し ま し た 第

２ 次 津 市 水 道 事 業 基 本 計 画 に つ き ま し て 前 期 計 画 と し て 位 置

づ け ま し た ５ 年 間 が 令 和 ４ 年 度 を も っ て 終 了 い た し ま す こ と

か ら 後 期 計 画 に 基 づ く 事 業 の 実 施 に 向 け た 中 間 見 直 し を 行 お

うとするものでござ います。  

次に２の後期事業計 画の概要でございま す。まず⑴として安

全で安心な水道の確 保ということで、引 き続き安全で安定し た

おいしい水道水を提 供できるよう水質管 理の強化とともに、水

質監視体制の強化に も努めてまいります 。  

次 に ⑵ と い た し ま し て 、 災 害 に 強 い 水 道 の 確 立 と い う こ と

で、地震や渇水等の 災害や事故時におい ても安定した給水を 行

うため、基幹施設や 基幹管路を中心とし た耐震化を進めるこ と

で被害を未然に防止 するとともに、危機 管理体制や応急給水 対

策を充実させること により、復旧が迅速 に行える体制を確立 し

てまいります。この 中で右側に記載して おります配水管の耐 震

化でございますが、全国的にインフラ施 設の老朽化による断 水

事故の発生が問題と なっている中、本市 におきましても浄水 場

と 直 結 し て い る 雲 出 川 水 管 橋 は 広 範 囲 で 南 東 部 に 水 道 水 を 供

給しておりますこと から、早急に水管橋 の劣化調査及び耐震 診

断を行うべく今回の 見直しに加えさせて いただきました。  

２ページをお願いい たします。⑶として 、水道運営基盤の強

化でございます。水 需要が減少する中で 、今後も”ヒト”、 ”

モノ”、”カネ”と いった経営資源の最 適化を図り、給水サ ー

ビスの向上等につな げるために、次にお 示ししておりますよ う

に新たな方策を加え させていただきまし た。まず安定した水 源

の確保といたしまし て、津地域南部の高 茶屋配水ブロックや 三

雲配水ブロックはい ずれも自己水源であ りまして、他の配水 ブ

ロ ッ ク か ら の バ ッ ク ア ッ プ 体 制 が 構 築 さ れ て い な い 状 況 と な

っておりますことか ら、津地域南部への 県水バックアップ構 築

の検討を行ってまい ります。次に効率的 な水運用の構築とい た

しまして、津、河芸 、安濃の各地域にお いて県営水道切替に 伴

う配水ブロックの見 直しを行ってまいり ましたが、今後も地 盤

の高低差や県営水道 受水圧を利用した効 率的な水運用を図り 、

施設の統廃合を進め ることにより、維持 管理費の低減や耐震 化

率の向上、エネルギ ー消費量の削減に取 り組むため、配水ブ ロ

ックの見直しや送水 系統の見直しを行っ てまいります。申し 訳

ございません、少し 誤字がございまして 、施設の拡充・更新 と

いう下側のところの ５行目の、なお、芸 濃北神山浄水場の芸 濃

の濃が芸能界の能に なってまして、芸濃 町の濃でございます の

で、申し訳ございま せん。それから次に 右側に記載しており ま

す給水サービスの向 上でございますが、定期的な漏水調査と 速

やかな修繕を引き続 き行っていくことに 加え、上下水道事業 で

独自のホームページ を設置することによ りまして、これまで 広
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報 誌 等 で 行 っ て き ま し た 各 種 情 報 の 提 供 の さ ら な る 充 実 に 努

めまして、市民から のホームページ上で の問い合わせや、事 業

者による配管図の確 認に対し AI を搭載したチャット機能に よ

る応対について検討 をしてまいります。  

少し飛びまして４ペ ージをお願いいたし ます。参考といたし

まして給水人口の見 通しと水需要予測を お示ししております 。

給水人口は令和３年 度末時点で 27 万 1,182 人であったのが 40

年後の 2060 年度末 には 18 万 7,911 人に、水需要は令和３ 年度

末時点で 3,261 万 8,000 ㎥であったのが 2060 年度末には 2,199

万 3,000 ㎥までいずれも減少する見込み であります。右側で は

水道料金を記載させ ていただいておりま して、本市は令和４ 年

４月１日に約 28％の 料金改定を実施させ ていただいた結果、県

内 29 市町のうち 10 ㎥利用の場合で 、上 から８番目、20 ㎥利 用

の場合で、上から 10 番目となってござ います。５ページを お

願いします。こちら も参考といたしまし て見直しの結果をふ ま

えた財政シミュレー ションを記載させて いただきました。計 画

最終年度であります 令和９年度の状況で ございますが、表の 一

番下の R９の欄にお 示ししておりますと おり資金残高は 50 億

3,185 万 4,000 円、企業債残高は 171 億 1,264 万 6,000 円とな

っております。なお 、料金改定を行って いなかった場合を参 考

資 料 と し て 添 付 さ せ て い た だ き ま し た の で ご 覧 い た だ き ま す

よ う お 願 い い た し ま す 。 A３ 一 枚 の 右 肩 に 参 考 資 料 と 書 い て あ

る資料でございます 。料金改定を行わず にいた場合、まず自 己

資金で賄おうとした 場合、真ん中のグラ フの通り令和６年度 か

ら令和７年度の間で 資金は底をつく見込 みでございます。こ れ

以降の不足部分が 約 30 億円と見込ん でいることから、そ の分

企業債でまかなう事 となります。また一 番下のグラフの通り 全

て企業債で賄おうと した場合の企業債残 高は、約 250 億円とな

り約 80 億円増える 見込みでございます 。  

恐れ入りますが、３ ページにお戻りいた だきますようお願い

いたします。まとめ といたしまして、水 道事業は人口減少に よ

る給水収益の減少が 見込まれる中で、水 道施設が一斉に更新 時

期を迎えることや本 市は 10 市町村が合併したことから、施 設

数が多く、また膨大 な管路延長を有する といった特徴を持っ て

おり、これらの老朽 化に伴いまして、年 々更新費が増大して お

り ま す こ と か ら 、 老 朽 管 更 新 計 画 等 の 方 向 性 を 設 け る と と も

に、豪雨や大規模地 震等の災害、水害事 故等のリスク施策な ど

これらに要する資金 確保といった課題が あるということ、第 ２

次基本計画が策定後 ５年が経過したこと から、本計画の進捗 状

況 の 確 認 整 理 を 行 う と と も に 社 会 情 勢 の 変 化 等 を 踏 ま え て 計

画の見直しを行った こと、その見直しの 具体的な内容として 将

来の更新投資額や維 持管理費の削減、消 費エネルギーの低減 等

を 目 的 と し た 施 設 の 統 廃 合 に よ る 配 水 ブ ロ ッ ク の 見 直 し の 再

検討、また重要な基 幹施設の老朽化対策 として浄水場と直結 す

る雲出川水管橋の劣 化診断や耐震調査、これらに対する対策 を

計画に加えたこと、さらに将来的なリス ク対策として自己水 源

の み と な っ て い る 津 地 域 南 部 へ の 県 水 バ ッ ク ア ッ プ 体 制 の 確

立を目指した方針を 立案し、検討を開始 することなどを記載 さ
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加治佐会長  

 

水 道 工 務 課
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加治佐会長  

 

藤田委員  

 

 

 

せていただきました 。当計画に基づきま して、今後も引き続 き、

費用縮減や収益確保 に努め、着実に事業 を推進していきたい と

考えております。以 上でございます。  

 

ありがとうございま す。では委員の方、ご質問ご意見お願い

します。どうぞ。  

 

雲出川の水管橋の耐 震化を加えられたと いうことで、数年前

の和歌山市の事故は 非常にインパクトが 大きかったので、そ れ

を 踏 ま え て こ の よ う な 見 直 し を さ れ た と い う こ と は 大 変 良 い

のではないかなとい うふうに感じました 。これをやることで 和

歌 山 の と き に は 一 本 し か な く て そ の 先 が 全 然 送 れ な い と い う

ようなことだったと 思うんですけれども 、雲出川の水管橋が 耐

震化をこうやってい くと、どんなふうに 良いことがあるのか な

ということを教えて いただきたいと思い ました。  

 

その辺り事務局どう ぞ。  

 

まず雲出川水管橋に つきましては、委員 がおっしゃられたよ

うに、和歌山の事故 を受けて検討を行う ものでございます。和

歌山の場合は、送水 管と言いまして、配 水池まで送る管とい う

ことであれだけ大き な影響が出ておった と思います。雲出川 水

管橋の場合は、一部 送水管というところ もございますけども 、

一般の家庭のところ に送る配水管でござ います。それで先ほ ど

経営企画課長の方か ら説明いたしました けれども、三雲浄水 場

が松阪市側にござい まして、それでそち ら側から雲出川を横 断

しておるわけですけ ども、同時にバック アップというのがこ の

地域にございません 。ですので、今現在 被災すると、同じよ う

に落橋した場合、水 が送れないという状 況になっています。そ

れ を 踏 ま え ま し て 川 を 横 断 し な い よ う な バ ッ ク ア ッ プ ル ー ト

を検討するとともに 、これを仮に事業を 行おうとしても相当 期

間は必要になってく ると思います。それ でその間、この雲出 川

の 水 管 橋 と い う の を 今 和 歌 山 の 水 管 橋 が 落 橋 し た 一 つ の 原 因

というのは、パトロ ールも行っておった んですけども、細か い

部分の発見が出来な くて、補強が適切に 出来なかったという こ

とがございますので 、まず耐震診断で本 年度詳しく点検の仕 方

とか項目が出てくる と思いますので、そ の部分を確実に点検 を

して、適切に処置を して、あのような事 故が起きないように 取

り組みたいというこ とで耐震診断をする ということで、詳し い

点検をして、適切に 維持管理をして起こ さないようにすると い

うそういう思いでご ざいます。  

 

よろしいでしょうか 。いかがでしょうか 。どうぞ。  

 

ちょっと今の時期に よく気になることが あって、これと直接

ではないかもしれな いですけど、工事を 年度末になるとたく さ

んされてて、全体の この水道のかどうか わからないですけど 、

ガスとかもあると思 うんですけど、そう いうバランスという の
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加治佐会長  

 

松井委員  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

加治佐会長  

はどんなふうにされ てるのかなと思って 。色んな所でされて ま

すでしょ、工事とか 。そういうのが年度 末に重なってるよう な

気がする、こう走っ ていると。そういう とこどういうふうに さ

れてるのか教えてほ しいです。  

 

工事の事でお願いし ます。  

 

世 間 一 般 で 確 か に 年 度 末 と い う の が ど う し て も 単 年 度 会 計

というのがございま して、４月から新年 度の工事を発注して い

って、この３月まで に終わらせるという 工事期間の中で、ど う

し て も 年 度 末 に 工 事 が 集 中 し て お る と い う の は 委 員 ご 指 摘 と

おりのことと思いま す。津市では、本庁 のほうにはなります け

ど、早期発注という ことで、債務負担行 為というのを設定い た

しまして、２月、３ 月に工事を発注して 、その工事の閑散期 に

工事ができるように 、結果としては３月 の方に工事がずれこ ま

ないようにという早 期発注も行っており ますし、私ども水道 で

すと大規模な工事で すと、単年度ではな くて継続費というの を

積極的に利用して、そういう一極集中し ないような、結果と し

てにはなりますけど も、そういうような 取り組みをしておる ん

ですけども、どうし ても最終、例えばう ちの排水管工事でも 、

最終には舗装工事と いうふうになってま いりまして、どうし て

も 舗 装 工 事 を し て お る と 大 規 模 な 工 事 に な っ て ま い り ま す の

で、どうしても目に つきやすいというこ とと、舗装工事の単 発

の発注が年度末が多 いというのもござい まして、それが重な り

合うと余計、３月、年度末に工事が多い ようなふうに見える と

思うんです。うちと しては年間を通じて 、大きなものを早く に

発注して、小さなも のはそういう時期で はないので発注して な

る べ く 重 な り 合 わ せ の な い よ う な 工 事 は し て お る ん で す け ど

も、どうしても他機 関の部分との調整が 出来ないところもあ り

まして、そのような 形にご覧になられて いるのかなというふ う

に思います。以上で す。  

 

努力していただいと るようでした。いか がでしょう。どうぞ 。 

 

今まで会議を出席さ せていただいていて 、その年度年度で見

直 し を 行 っ て い き ま す み た い な コ メ ン ト が た く さ ん あ っ た 中

で 、 私 ど も か ら こ れ 見 直 さ れ た ん で す か と い う 質 問 に 対 し て

は、中間報告、例え ばこの機会ですよね 、この機会に見直す と

いうことでご回答い ただいていたんです けど、このそもそも ５

年の期間というのが 、見直しの期間とし ても、この時代妥当 な

ものかどうか。例え ばその年度年度で色 んな問題が起きたん で

あればその年度ごと で修正を加えていく とか、最後のこのま と

め で あ り ま す け ど 検 討 を 開 始 す る こ と に し ま し た っ て お 書 き

い た だ い て い ま す け ど 、 そ の 時 点 で そ の 検 討 を 始 め て い く と

か、そういった流れ じゃないと後手後手 になってしまうよう な

気がするんですが、 その辺りいかがでし ょうか。  

 

事務局どなたかいか がでしょう。その辺 り。どうぞ。  
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加治佐会長  

 

 

小黒委員  

 

 

 

 

 

 

 

加治佐会長  

 

水 道 施 設 課

長  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

松井委員、年次評価 のときも同じような ご質問を頂いたと思

います。計画自体 は 10 年間の計画の中 で 進めさせていただく 、

そ れ で 事 情 の 変 更 に よ り 中 間 で 今 回 見 直 し を さ せ て い た だ き

ます。個々、年事評 価の中で、私どもも 事務局側として、問 題

意 識 を 持 っ て こ の 部 分 に つ い て は 見 直 し の 段 階 に お い て 見 直

していく方向を模索 しようというような ことで、年事評価の 方

にも記載させていた だいた事項もござい ます。それで大きく 計

画 に 変 更 を 生 じ な く て も い い よ う な も の に つ い て は 随 時 事 業

実施の段階、いわゆ る当初予算なりを、予算化をさせていた だ

く 段 階 で そ の も の に つ い て は 見 直 し を さ せ て い た だ い て お り

ますけども、大きな 方針を見直してかな あかんようなものに つ

きましては、この中 間見直しの中で、検 討していくというふ う

に整理をさせていた だいているところで ございます。  

 

話の大きさによると いうことでしょうか 。いかがでしょう。

どうぞ。  

 

配水計画で三雲の配 水ブロックの案が出 てますけども、津市

のこの水道全体での 県水と自己水源の比 率、それから各水源 が

ありますな、合併し たで細かいのがちょ こちょこあると思う ん

ですが、そこら辺の 負担比率、パーセン トこんなん分かりま す

かな。それをふまえ て自己水源を管理し ていくのと県水に委 ね

ていくのと、経費あ るいはその他の面で 比較検討されてます か

ね。そちらを教えて ください。  

 

どうぞ。  

 

先 ほ ど ご 質 問 い た だ き ま し た 自 己 水 と 県 水 の 比 率 な ん で す

が、こちら令和 ３年 度の決算で自己水源 が約 42.5％、県営水 道

が約 57.5％でござい ます。それで先ほど 質問いただきました 県

営水道を使用という か、利用してくこと につきましては、こ の

基本計画のほうでも お示しをさせていた だいとるんですけど 、

県営水道を有効に活 用することによりま して施設を、現在統 廃

合も進めておるんで すが、やはり新しい 施設、特に河芸地域 を

重点的に県営水道の 方に切り替えては、おるんですけど県営 水

道を利用することに よりまして、その施 設を新たに更新しな く

ていい、イニシャル コストの部分と統廃 合することによりま し

て、今まで使ってい た浄水場等の薬品費 ですとか電気料金、維

持管理経費、このイ ニシャルコストが軽 減されるというとこ ろ

で現在、県営水道１ ㎥あたり 39 円という単価で購入させて い

ただいているんです けど、その辺のイニ シャルランニングコ ス

ト を 考 慮 し ま す と や は り 県 営 水 道 を 利 用 し た 方 が 本 市 に と っ

て は 有 利 で あ る と い う と こ ろ に つ き ま し て は 県 営 水 道 の ほ う

を利用しようという ことでございます。ただ、やはりその大 き

な 浄 水 場 例 え ば 片 田 浄 水 場 と か は 現 在 も 自 己 水 源 を 使 用 し て

おります。こういっ たところで有効な水 源が確保できるとか 、

施設的にその水質が 良い水源を持つとこ ろにつきましては、今
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加治佐会長  
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加治佐会長  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

後 も 持 続 し て 自 己 水 源 を 使 用 し て い く と い う こ と で 私 ど も の

方も水道事業として は考えております。 以上です。  

 

よろしかったですか 。  

 

もう一点、各水源の 比率でございますが 、これも令和３年度

決算にはなるんです が表流水、河川の表 流の水を取っている も

のが約 19％。伏流水 、こちらは今も 話が ありましたように三 雲

浄水場、高茶屋浄水 場、河川の下に約４ ｍから５ｍぐらいに 大

きな管を入れまして 、河川の水の底の方 から水を取っとる、こ

ちらが、約 19％。表 流水と一緒ぐらいの 比率です。あと 、地 下

水、こちらは北部、芸濃町、河芸町、安 濃町。こちらの方は 大

き な 河 川 の 水 を 取 っ て と い う 水 源 が な か な か ご ざ い ま せ ん の

で、合併前から地 下 水、浅い地下水 、井 戸、10ｍから 15ｍぐら

いの井戸とか、河芸 になりますと深井戸 になりますもんで地 下

200ｍ ぐ ら い の と こ ろ の 井 戸 を 使 っ て お り ま す 。 こ ち ら の 浅 い

井戸が約７％。それ と深い井戸 200ｍ。これ河芸になるんで す

けど、河芸地域のこ ちらが約１％。残り が県営水道、受水、県

営 水 道 の 方 か ら 水 を 買 わ し て い た だ い と る の が 約 54％ と な っ

ております。よろし くお願いします。  

 

よろしかったでしょ うか。恐らく上手に 県水を使って合理的

に シ ス テ ム を 組 ん で い っ て い ま す よ と い う ご 説 明 だ っ た と 思

うんですけど、小黒 委員の回答としてよ ろしかったですかね 。

私、ちょっとこの見 直しの大きな話の時 の話題ではないかも し

れませんが、パブリ ックコメントか何か で、津の水が飲みた い

よとかいうような話 を、ちらっとみえた ような気がします。で

すので、合理的に、そのダウンサイジン グに、計画に、経営 が

上手くいくように考 えていただくのと、もう片方で、何処に 行

ったら昔の美里の水 が飲めるよとか。そ ういった、何かこう 、

話題も提供してもら うと良いのかなとい う気はしています。今

のその、どの辺りに 行くと伏流水が、大 体伏流水だよ、とか い

うのは市民は知らな いんですよね。水は もう粗方混ぜこぜに な

っていると思います ので、そこは難しい かと思うんですが、何

か浄水場の近くに、資料館ですか、水道 資料館のとこあの辺 に

行くと、昔の水だよ とか。何故こういう こと言うかというと 、

浄 水 場 に 見 学 に 行 っ た と き に や は り こ う 水 の 味 比 べ を さ せ て

くれたんですね。そ ういうことを私とし ては、市民としては 、

懐かしみもあると思 うんですけれども、水道の果たす役目か な

という気もしますの で、あれもこれもお 願いしますというの は

良くないかもしれま せんが、少し気に留 めといていただくと 良

いかなと思います。他ありませんか。何 かお金のこととかあ り

ませんか。少しミス プリ。２ページの左 側で先ほど芸濃の濃 の

字が違ってましたと いうところの１行下 では、指標菌という の

はばい菌の菌ですね 。これは一応ミスプ リだと思いますので 、

こちらから話させて もらいます。では、よろしいですかね。ど

うぞ。  
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今回効率的な水運用 の構築ということで 、新たに、まあ前の、

あっ、一番最初の施 策でも配水ブロック の見直しは入ってい た

んですけれども、そ れをさらに、県水と のバランスの見直し で

の配水ブロックの見 直しに加えて、送水 系統ですとか、さら に

推し進められるとい うことが見直し内容 ということですよね 。

そ こ は ど う い う と こ ろ か も う 少 し ご 説 明 い た だ け れ ば と 思 い

ます。資料の２枚目 の左側の真ん中へん のところの、効率的 な

水 運 用 の 構 築 の 中 の 配 水 ブ ロ ッ ク の 見 直 し と 送 水 系 統 の 見 直

しということで、こ こがこう赤字だとい うことは新たに見直 さ

れたということだと 思うんですけど、一 番最初、自己水と県 水

と の 受 水 の バ ラ ン ス の 見 直 し に 伴 っ て 配 水 ブ ロ ッ ク 見 直 し ま

すというところに加 えて、さらに進展を させるということだ と

思うんですけど、そ れをもう少し詳しく 教えていただきたい と

思ってます。  

 

どうぞ。  

 

今 回 こ の 配 水 ブ ロ ッ ク の 見 直 し と 送 水 系 統 の 見 直 し と い う

ところで赤字で表現 させていただいてお ります。当初のほう の

配水ブロックの見直 しの中では、基本的 には、大きくポンプ で

ずっと配水していた 地域がございまして 、そちらの方の頭出 し

としてましては、鳥 居町というポンプ場 が津駅の西側になる と

思うんですけど、そ こはポンプで 24 時間ずっと配水しとっ た

ところを、老朽化と 、ポンプですとどう しても停電になって し

まいますと断水にな るというところで、新たに配管整備しま し

て、自然圧、高いと ころから自然と落ち てくるような、それ で

配水ができるような かたちで見直しとか 、あと、初めも言わ せ

てもらいましたよう に、河芸地域の中で も一緒のように、浄 水

場の溝を、常にその ポンプで送って配水 しているところを、こ

ちらも一緒のように 老朽化と停電のとき に、どうしても断水 に

なる可能性があると いうところで、一緒 のような形で高いと こ

ろから低いところへ の自然圧での配水に 切り替えてきました 。

こういうのが当初の ほうで、頭出しして いたその配水ブロッ ク

の見直し、安定した 水源の確保にも係っ てくるんですけど、こ

ういうような事業を 進めてまいりました 。その中で、他にも 一

緒のような形で、例 えば下から上じゃな くて上から下、自然 圧

で整備できる所はな いかというところで 、今回の見直しの中 で

例 え ば 芸 濃 町 の ほ う に も そ う い う ふ う な 場 所 も ご ざ い ま す の

で、そういうところ を重点的に施設の老 朽化と効率的な水、電

源を使わずに、自然 圧での水がかけられ る、安定的な供給が で

き る と い う と こ ろ を 少 し こ の へ ん で は 読 み 取 り に く い ん で す

け ど 、 そ う い う と こ ろ を 新 た に 入 れ さ せ て い た だ い て お り ま

す。また送水系統の 見直しにつきまして も、今回、送水系統 の

見直しにつきまして は、当初のほうには 、計画のほう載って い

ないんですけど、今 回、先ほども言いま したような配水ブロ ッ

クの見直しの中で例 えば送水系統、今ど んどんその水需要が 多

くなっている地域も ございます、特に団 地開発等で、その地 域

だけが水需要が増え ているとこもありま すので、そういうと こ
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ろ に 安 定 的 な 供 給 が で き る よ う に 、 大 き な 配 水 系 統 の 見 直 し

を、させていただい て安定供給ができな いかというところで 、

今回の事業計画のほ うに挙げさせていた だいておりますので 、

そ の 部 分 が 大 き く 変 わ っ た と こ ろ と い う と こ ろ で 挙 げ さ せ て

いただいております 。以上です。             

                                     

詳しいご説明ありが とうございました 。今のお話を聞きまし  

て、右側に上下水道 事業で独自のホーム ページを設置という と

ころがあるのですけ れども、これは要望 ではなくて一つのア イ

デアということでお 聞きいただきたいの ですが。せっかくそ う

い う ふ う な エ ネ ル ギ ー を 使 わ な い と い う こ と を 職 員 の 皆 様 が

知恵を出し合ってし ていかれるのであれ ば、それを例えば CO₂

削減このくらいに当 たるんですよとかと いうふうにすると、よ

り 市 民 の 皆 様 に ア ピ ー ル に な る と い う か 理 解 を 得 ら れ や す い

のではないかなとい うふうに思いました 。もちろん、その分 、

県 営 水 道 か ら や っ て 来 る エ ネ ル ギ ー と い う の が か か る の で あ

れですけども、上流 側にこうなってくる と思うので、多分良 い

のではないかなと思 います。そういった のも検討されたらい か  

がかなと思いました 。  

                                  

おそらく今のご提案 だと思いますので、特に事務局から回答  

はよろしいかと思い ます。汲んでいただ ければと思います。  

                           

も う 一 つ お 願 い し た い の で す が 。 隣 の 町 の 水 道 施 設 と の 連

携、いざ災害のとき 。例えば松阪で雲出 の水が取れないとき 、

松阪の水道の応援を 頼めるとか。北のほ うですと鈴鹿、亀山 の

水 源 が こ ち ら へ 繋 が っ て お っ て 相 互 に 連 携 し 合 い す る こ と が

できるとか、そうい うような計画はござ いませんか。                             

 

他市との連携という ところなんですが、実は今その松阪市と

は、年に１回、その 、以前三雲浄水場か ら松阪市、旧の三雲 町

なんですけど、そち らのほうへ水を送っ とったという経緯が ご

ざいますので、実際 に管が繋がっており ます。それで、その 管

を繋げた、応急的な 、相互にもし何かあ ったときにそこで助 け

合おうという訓練を 大体春ぐらいに、津 市と松阪市のほうで 実

施しております。今 年度は、 NHK のほうでもニュースで取り 上

げていただいとった んですけど、そうい うような連携はさせ て

いただいております 。ただ、なかなか、水の施設の状況にも よ

るので、例えば、そ の、津市側から松阪 市のほうへ水を送る の

は、十分な水が確保 できるんですけど、松阪市のほうから津 市

のほうに送っていた だこうとなると、少 し現実的に難しいと こ

ろもありますので、そのへんは、今後も うちのほうも何とか 上

手 い こ と す る こ と で き な い か と い う の も 今 検 討 し と る よ う な

状況でございます。あと、鈴鹿市との連 携なんですけど、や は

り地形的に、うちの ほうがどうしても鈴 鹿市より高い位置に あ

りますので、うちの ほうから鈴鹿市さん のほうに水を融通は 可

能なんかどうなんか そこの検討は、広域 化というところもご ざ

いますので、そうい うところでも話にも なってくると思うん で
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水 道 施 設 課
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小黒委員  

 

 

 

上 下 水 道 管

理局長  

 

 

 

 

 

 

 

 

小黒委員  

すけど、現実的にや はり、どうしても津 市のほうが高い部分 が

ありますので、鈴鹿 市からうちのほうへ の連携、送っていた だ

くというのは少し現 実的に難しいのかな と。ただ、うちのほ う

から鈴鹿市に送るの は、配管とか施設の 状況にもよるんです け

ど、そのへんは検討 できるかなというと ころが今の状況でご ざ

います。ただ、言わ れますように、他市 との連携というのも 、

非常に大切なことで すので、応急給水、もし何か災害起こっ た

ときの例えば給水車 を持っていくとか、そういうふうな連携 と

いうのはもう以前か らやらしていただい とるんですけど、配 管

での連携というのは 技術的なとこもあり ますので、今後の課 題

とさせていただきた いと思っております 。以上です。  

 

ありがとうございま した。それと近頃、下水道も大分進行し

てきましたので、あ んまり変化はないと 思うんですけど、各 個

人、家庭での水の利 用の仕方が変化する ということは今は起 こ

ってないんですかね 。よろしいですか。そこら辺りのチェッ ク

はされてませんか。あまりもう変化がな いかもわかりません け

どね。  

 

すみません。その下 水の変化というのは 、下水が  

 

 

下水に使うために、個人の家庭での水道 の使用料がグッと増

えたときやったんで すけど。  

 

少しそこの情報は、ごめんなさい、私の ほうでは掴んではな

いんですけど。ただ 、逆に、どうしても 節水意識というのが 各

市民の方、ありまし て、もちろん節水機 器も普及しておりま す

ので、どっちかとい いますと、どんどん 水の利用が、減少し て

っとるというのが、人口にもよるんです けど、今はそういう よ

うな状況になってお ると、これは私の個 人的な意見なんです け

ど、感じております 。  

 

そうですね。あんま り家庭での変化は起 こってないかもわか

りませんけど、でき ればチェックぐらい しといたっていただ け

ればと思いますけど 。  

 

使用水道については 、やはり年々、今、下がってきておりま

す。送水量を見ても 、使用されとる水道 というのは下がって き

ております。それで 、コロナになったと きに、一般家庭です け

ども、やはりご自宅 で過ごされる時間が 多くなって、その時 点

では一時増えたこと がございます。一時 、個人のお宅、一般 家

庭は増えて、企業さ んが減ったというよ うな状況があるんで す

けど、もう最近は大 分落ち着いてきて、逆に一般家庭が減っ て

っとる、それで節水 の努力をされとるの かなというような印 象

を持っております。  

 

ありがとうございま す。  
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すみません。私の感 想、いっぺん今のこ とで。この一覧、５

ペ ー ジ 目 の こ れ で 供 給 単 価 と 給 水 原 価 の 大 小 関 係 が 、 令 和 ２

年、３年で入れ替わ ってますよね。今、令和４年からかな、原

価 の ほ う が 安 く な っ て お り ま す の で 水 を 売 れ ば 儲 か る と い う

ことになったんです よね、おそらく、令 和４年度から。 203 円

の供給単価に対して 給水原価が 194 円ですので、原価 194 円の

商品を 203 円で売って儲かるということ にはなったのかなと 私

は素人ながらにそう 思っています。です からこの際、値上げ の

ことがあってこうい う良い大小関係にな ったと思うんですね 。

も し 原 価 の ほ う が ず っ と 高 い 状 況 が 続 い て い た ら 経 営 的 に 相

当苦しかったと思う んですけれども、こ れで皆さんやる気を 出

していただいて、時 には節水もいいです けど何かどんどん水 を

使っていくようなア イデアを募集すると か、時には、そうい う

のもありかなと少し 個人的に思っており ます。  

 

津市には特定の綺麗 な水源というのはご ざいませんな。あれ

ば水が売れるんです けど。少し無理です ね、この計画の中に 入

れるのは。よろしい ですか。少し思った もんで、発言させて も

らいました。申し訳 ございません。  

 

ええ。どうですか、 イオンで売ってもら えないですか。  

 

ペットボトルを作る のも高いんですよね 。  

 

 

ほか、何か。もしご ざいませんでしたら 、ここで一区切り休

憩を入れさせていた だこうと思います。10 分ほどということ で

すので、また３時に 再集合でお願いいた します。後半、下水 に

なります。  

 

それでは会議を再開 します。続きまして 協議事項⑵「津市下

水道事業基本計画の 中間見直しについて 」事務局から説明を お

願いします。  

 

着座で説明させてい ただきます。失礼い たします。お手元に

お 配 り さ せ て い た だ き ま し た 津 市 下 水 道 事 業 基 本 計 画 中 間 見

直し概要版でござい ますが、こちらも水 道と同じく基本計画 の

見直しでございます ことから、当概要版 によりご説明申し上 げ

ます。それでは１ペ ージをお願いいたし ます。１の経緯でご ざ

います。今回ご審議 いただきますのは平 成３０年度から令和 ９

年 度 ま で を 計 画 期 間 と し て 策 定 い た し ま し た 津 市 下 水 道 事 業

基 本 計 画 に つ き ま し て 前 期 計 画 と 位 置 づ け ま し た ５ 年 間 が 令

和４年度をもって終 了いたしますことか ら、後期計画に基づ く

事 業 の 実 施 に 向 け た 中 間 見 直 し を 行 お う と す る も の で ご ざ い

ます。次に２の後期 事業計画の概要でご ざいます。まず⑴と し

て公共下水道事業の 汚水でございます。汚水処理事業は、都 市

計画等の上位計画と の整合性、経済性、地理条件、早期普及 等
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の観点から、地域特 性に応じて適切な事 業を選択して行って お

ります。市街地を中 心とした公共下水道 のほかに、農業振興 地

域を中心とした農業 集落排水処理施設、市街地周辺の住宅地 等

における合併処理浄 化槽や住宅団地等に おける集合処理施設 、

公共下水道等の集合 処理地域以外におい て、各個人等からの 申

請に基づき、合併処 理浄化槽の設置・管 理を行う市営浄化槽 な

ど、適切な役割分担 と効率的な事業推進 を目指して、汚水処 理

事業を実施しており ます。基本計画にお ける目標としては、当

初、汚水処理人 口普 及率を 86.5％として おりましたが、汚水 処

理施設の役割分担に より総合的な汚水処 理を進め、国が示す 汚

水処理施設の 10 年概成に向けて取り組 むために、令和９年 度

末の汚水処理人口普 及率を 95.5％といた しました。また 、公 共

下 水 道 事 業 で は 令 和 ９ 年 度 末 に お け る 下 水 道 処 理 人 口 普 及 率

を令和３年度末の 53.1％から 59.1％まで引き上げます。平 成

３ ０ 年 度 か ら 令 和 ９ 年 度 ま で の 計 画 期 間 内 に お け る 公 共 下 水

道事業（汚水）の整 備状況につきまして は６ページにござい ま

す、別添資料１のと おりでございます。平成３０年４月に終 末

処 理 場 で あ る 志 登 茂 川 浄 化 セ ン タ ー が 供 用 開 始 さ れ た こ と を

受けて、志登茂川処 理区の整備を推進す る必要が生じたこと か

ら、本市における行 政拠点及び交通結節 点並びに人口が集中 し

て い る 津 駅 周 辺 の 中 心 市 街 地 及 び 津 駅 西 側 に 位 置 す る 大 型 住

宅団地を、経済性・効率性を考慮した整 備を行う「下水道整 備

推進重点化事業区域 」として位置づけ、着実な推進を図ると と

も に 末 端 管 渠 整 備 済 区 域 の 早 期 接 続 を 合 理 的 か つ 効 率 的 に 実

施しており、また、令和５年度から令和 ９年度までについて も

引き続き、志登茂川 処理区を中心に整備 してまいります。  

次に⑵として、公共 下水道の雨水でござ います。本市におけ

る雨水事業につきま しては浸水対策を集 中的に実施するため 、

平成３０年度から令 和９年度までの 10 年間で約 96 億円を 計上

しておりましたが、令和３年度に半田川 田排水区と藤方第二 排

水区の事業が個別補 助事業である「大規 模雨水施設整備事業 」

に採択されましたこ とから事業を加速さ せ、全体の事業費を 約

55 億円追加して 約 151 億円にするとと もに、後期５箇年は 約

88 億円の事業費を 計 上し推進してまいり ます。  

右側に移りまして⑶ の市営浄化槽事業で ございます。市営浄

化槽事業は、公共下 水道や農業集落排水 処理施設などの集合 処

理 区 域 以 外 で あ る 個 別 処 理 区 域 を 対 象 に 本 市 が 合 併 処 理 浄 化

槽の設置及び維持管 理を行う事業で、平 成２７年度に事業創 設

したものでございま す。現在、年間 80 基 程度の設置と年間 100

基程度の帰属を受け ておりまして、公共 下水道等の集合処理 整

備には不利な地域を 中心に汚水処理の普 及を進めております 。

なお、実績と今後の 見込みにつきまして は、表２．１のとお り

お示しさせていただ いております。  

次に３の汚水処理人 口普及率でございま す。本市の汚水処理

人口普及率は下の表 ３の１のとおり、令 和３年度末時点にお い

て全国平均と同じ 92.6％ですが、下水道 処理人口普及率につ き

ましては全国平均 80.6％を下回る 53.1％でございます。こ の

ことから、特に、未 処理人口の多い公共 下水道事業の早期普 及
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を進めていく必要が ございます。  

２ページへお願いい たします。４の計画 処理人口等の見通し

でございます。本市 の公共下水道事業は 平成２９年以降、生 活

排 水 処 理 ア ク シ ョ ン プ ロ グ ラ ム に お い て 設 定 し た 下 水 道 整 備

推進重点化事業区域 を中心に整備を行っ ております。計画期 間

の 10 年間におきま して、流域関連公共 下水道事業の処理区 域

内人口は図４の１の とおり約 34,000 人の増加を見込んでおり 、

水洗化人口は、志登 茂川処理区において 団地等の早期供用開 始

が見込まれる区域を 優先的に整備してい くため、約 23,000 人

の増加を見込んでお ります。一方で、単 独公共下水道の処理 区

域内人口は、人口減 少や千里ヶ丘処理区 の廃止により、約 4,000

人減少する見込みで ございます。農業集 落排水事業等は、人 口

減 少 に よ り 処 理 区 域 内 人 口 が 図 ４ の ３ の と お り 緩 や か に 減 少

する見込みです。次 に右側の５健全経営 と経営基盤の強化で ご

ざいます。  

まず⑴として下水道 使用料でございます 。公共下水道事業に

関連する経費は、国 からの補助金の動向 、施設の老朽化及び 災

害対応など予測が難 しい側面がございま して、定期的な見直 し

が必要でございます 。本市の公共下水道 事業は⑵でご説明申 し

上げますが、使用料 収入で賄うことので きない部分を一般会 計

からの繰入金で補填 している状況にあり ます。一般会計に頼 る

経営は、公共下水道 の利用者以外の方に もご負担をかけるこ と

になり、税の公平性 が保たれていない状 況となっております 。

この状況を改善する ために、使用料単価 を総務省における経 営

の健全性を示す１㎥ あたり 150 円を基準として令和元年度に 使

用料改定を実施いた しました。その結果 、改定後の令和２年 度

決算における使用料 単価は、図５の１の とおり県内都市平均 と

比較して大きく下回 っていますが、図５ の２のとおり、中部 ９

県の県庁所在地と比 較した場合は、また 類似団体の平均と比 較

した場合においては 、同等の結果となっ ております。  

次に⑵として基準外 繰入金の推移でござ います。公共下水道

事業の状況として、使用料で賄うべき汚 水処理に係る費用に つ

きましては、令和３ 年度において汚水処 理原価 161.7 円に対し

まして、使用料単価 は 147.5 円でありまして、令和元年度の 使

用料改定を踏まえて も、なお下水道使用 料で賄うべき汚水処 理

原価の回収ができず 、その結果、約６ 億 4,000 万円の基準外 繰

入金が生じている状 況でございます。  

３ページをお願いい たします。⑶の基準 外繰入金の縮減でご

ざいます。独立採算 制の原則の下、総務 省の繰出基準におい て

「雨水公費・汚水私 費」が示されており 、汚水処理に係る費 用

は下水道使用料によ って賄うことを基本 となっております。た

だし、「汚水私費」を基本としつつも、使用料による経費回 収

が困難な場合、公共 下水道の公共的役割 に鑑み、汚水に係る 費

用 の 一 部 を 基 準 内 の 公 費 負 担 と す る こ と が 適 当 で あ る と さ れ

ております。さらに 使用料収入でなお不 足する経費は、基準 外

繰入れによることが できるとされていま す。⑵でお示しさせ て

い た だ き ま し た と お り 、 本 市 の 公 共 下 水 道 事 業 に お き ま し て

は、使用料対象経費 のうち下水道使用料 で不足する費用を基 準
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外繰入金で賄ってい る状況でございます ので、その縮減を図 る

必要があります。  

次に、今後の事業計 画と投資計画でござ います。まず⑴の公

共下水道の汚水でご ざいます。右側にお 示ししております表 ６

の１のとおり、下水 道整備推進重点化事 業の推進と末端管渠 整

備 済 区 域 の 早 期 接 続 を 合 理 的 か つ 効 率 的 に 実 施 し て ま い り ま

す。今回の見直しで は、公共下水道の整 備時期が未定である 箇

所約 160ha を下水道計画区域から市営浄 化槽区域へ変更し、事

業を推進してまいり ます。この区域のう ち、集中汚水処理場 を

有する豊里台団地、豊里第二団地につき ましては、共同汚水 処

理施設事業へ転換す る予定でございます 。処理場、ポンプ場 に

つきましては、重要 度、老朽度による評 価に基づき、中央浄 化

センター及び極楽橋 ポンプ場などの耐震 化・長寿命化を実施 い

たします。また、長 寿命化対策といたし まして、各設備の健 全

度については耐用年 数を基準として、健 全度が一定以下の設 備

について改築更新を 実施いたします。  

次に⑵の公共下水道 の雨水でございます 。雨水管理総合計画

において河川事業と 連携し、近年の集中 豪雨の発生状況や都 市

化に伴う雨水流出形 態の変化に対応する 浸水対策として、表 ６

の２のとおり、雨水 管渠の整備、半田川 田ポンプ場、天神ポ ン

プ 場 を 含 む 雨 水 ポ ン プ 場 並 び に 調 整 池 等 の 整 備 を 実 施 す る と

ともに、改築事業、下水道総合地震対策 計画による地震対策 と

して、下水道施設の 耐震化も実施いたし ます。なお、公共下 水

道事業（雨水事業）の推進に当たっては 、建設部で策定して お

ります「津市雨水管 理総合計画」との整 合を図りつつ進めて ま

いります。この津市 雨水管理総合計画策 定区域図は８ページ に

てお示ししておりま す。  

それでは４ページを お願いいたします。⑶の農業集落排水事

業でございます。将 来的に公共下水道へ の統合が予定されて い

る農業集落排水施設 が３施設、簡易排水 処理施設が１施設、及

び最適整備構想策定 済みの４施設を除き ます 18 施設について

令和元年度より機能 診断調査を実施し、令和２年度に最適整 備

構想を策定いたしま した。今後は対象 の 22 施設について 維持

管理適正化計画及び 機能強化対策事業計 画を策定し、老朽化 施

設の改築・更新を実 施いたします。投資 計画につきましては 右

側の表６の４にお示 ししておりますとお り、令和６年度に維 持

管理適正計画を順次 実施し、令和８年度 から機能強化対策事 業

計画の策定を行って まいります。  

次に⑷として市営浄 化槽事業でございま す。公共下水道の整

備時期が未定である 箇所約 160ha を下水道計画区域から市営 浄

化槽区域へ変更し、引き続き各個人等か らの申請に基づき合 併

処理浄化槽の設置工 事を実施いたします 。計画期間内におけ る

浄化槽設置工事につ きましては表６の５ の通り 958 基を予定し

ております。  

次に⑸の共同汚水処 理施設事業でござい ます。帰属後５年を

経過した施設の機能 診断を行い、機能診 断結果に基づいて改 築

更新を実施いたしま す。計画期間内にお ける機能診断は５団 地

で 同 じ く 計 画 期 間 内 に お け る 老 朽 化 施 設 改 築 更 新 に つ い て は
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１団地の見込みでご ざいます。５ページ のまとめにつきまし て

は後ほど説明させて いただきます。  

９ページからは財政 シミュレーションで ございまして、今回

の見直し等を反映し たものとなっており ます。令和３年度ま で

は実績値で決算数値 でございます。令和 ４年度は予算数値で 令

和５年度からは後期 計画でございます。まず９ページは公共 下

水道事業の収益的収 支でございます。10 ページは同じく公共 下

水道事業の資本的収 支でございます。こ ちらの表の下段に黄 色

でマーカーしており ます部分の中の収益 的収支分の（うち基 準

外繰入金）をご覧く ださい。平成３０年 度では約 11 億 4,000 万

円でありましたが、令和元年１０月に使 用料改訂を行いまし た

ことから令和２年度 には約６億 2,000 万円に減少いたしまし た

が、２ページ及び３ ページでご説明申し 上げましたとおり、ま

だまだ基準外繰入金 に依存している状態 でございます。水道 事

業 と 同 じ く 仮 に 使 用 料 改 訂 を 行 っ て い な か っ た 場 合 を 参 考 資

料として添付させて いただきましたので 、A３、１枚の参考資 料

というのをご覧いた だきたいと思います 。使用料改訂を行わ ず

にいた場合、右側の 下のグラフの通り、令和９年度の基準外 繰

入金は約 13 億円となりまして、約５億 円増える見込みでご ざ

います。  

次に 11 ページをお願いいたします。 11 ページは農業集落排

水事業等の財政シミ ュレーションでござ います。こちら は 12 ペ

ージの農業集落排水 事業と 13 ページの簡易排水事業を合わ せ

たものとなっており ます。  

14 ページをお願い い たします。市営浄化 槽事業の財政シミュ

レーションでござい ます。こちらにおき ましては浄化槽の設 置

基数が増えていくに 従い使用料収入が増 えていきますが、そ れ

に 伴 い 維 持 管 理 に 係 る 経 費 も 増 え て い く こ と か ら 下 段 で 黄 色

のマーカーがしてご ざいます部分の収益 的収支分のうちの（ う

ち基準外繰入金）に あります通り、基準 外繰入金が増えてい く

見込みでございます 。  

15 ページをお願い いたします。 15 ページは共同汚水処理 施

設事業の財政シミュ レーションでござい ます。こちらにおき ま

しては、令和５年度 から帰属後５年を経 過した施設の機能診 断

を行うことや、令和 ９年度から老朽化施 設の改築更新が始ま る

こ と か ら 下 段 で 黄 色 の マ ー カ ー が し て お り ま す 部 分 の 中 の 資

本的収支分の中の資 本的収支分の内、基 準外繰入金にありま す

とおり、基準外繰入 金が大幅に増える見 込みでございます。  

恐れ入りますが５ペ ージにお戻りくださ い。まとめといたし

まして、下水道事業 は伊勢湾等公共用水 域の水質保全、生活 環

境の改善及び、浸水 防除に寄与する重要 な社会資本でありま す

が、加速する人口減 少や物価上昇及び環 境問題など社会情勢 変

化 に よ っ て 下 水 道 事 業 に お い て も 多 大 な 影 響 を 及 ぼ す こ と が

懸念されていること と、本市におきまし ても中央処理区を始 め

とする整備率の高い 処理区は、処理区域 内の人口減少により 使

用料収入の減少が見 込まれていることが 懸念されています。一

方で、整備率の低い 志登茂川処理区は人 口密度が高い地域の 重

点的な整備により、処理区域内の人口増 加を見込んでおりま し
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て 、 公 共 下 水 道 全 体 で 下 水 道 処 理 人 口 普 及 率 を 令 和 ９ 年 度 で

59.1％を目指してお ります。公共下水道 施設は、中央浄化セ ン

ターを始めとした昭 和の時代に造られた 施設が多く、老朽化 の

進行や非耐震性とい った課題があり、ス トックマネジメント 計

画と地震対策計画の 歩調を合わせ、効率 的に改築更新や耐震 対

策を進めてまいりま す。農業集落排水事 業等は、平成の初め に

造られた機械電気設 備の老朽化が課題で あるため、改築更新 に

向けて令和６年度に 維持管理適正計画を 策定し、令和８年度 よ

り機能強化対策事業 計画を策定いたしま す。公共下水道等市 営

浄化槽の適切な役割 分担により、集合処 理よりも個別処理が 有

利であると判断し た 160.9ha の箇所につ いて、下水道計画区 域

から市営浄化槽区域 へ見直しを行い、汚 水処理事業全体で効 率

的な事業推進を図り 、共同汚水処理施設 事業は対象施設の帰 属

に向けた取り組みを 進めるとともに、帰 属後５年を経過した 施

設の機能診断を行い 、適正な管理を実施 してまいります。こ れ

ら の 下 水 道 事 業 を 総 合 的 に 進 め る こ と で 国 に よ り 示 さ れ た 汚

水処理施設の 10 年概成の達成に向けて 、汚水処理人口普及 率

を令和９年度で 95.5％を目指しておりま す。また、近年、雨水

排 除 能 力 を 上 回 る 集 中 豪 雨 に よ る 浸 水 被 害 が 発 生 し て い る こ

とから、対策を講じ るため、雨水管理総 合計画に基づき、集 中

的かつ効率的な雨水 整備を進めてまいり ます。以上のような 事

業計画を記載させて いただき、当計画に 基づき、引き続き費 用

縮減や収益確保に務 め、着実に事業を推 進していきたいと考 え

ております。以上で ございます。  

 

ありがとうございま す。見直しについて 事務局から説明があ

りました。このこと についてご質問ご意 見ございましたらご 発

言願います。  

 

汚水と下水道の、汚 水処理と下水道処理 とどう違うのか少し

ご説明願いたいと。  

 

汚水処理も下水処理 も基本的には同じで ございますが、下水

の方は下水道の汚水 、あと農業集落排水 共同汚水処理、市営 浄

化 槽 に つ い て は 汚 水 と い う こ と で 整 備 さ せ て い た だ い て お り

ます。以上でござい ます。  

 

１ページ目の一番大 切なところだと思い ます。片方が９割前

後、片方が５割とか ６割だと思いますが 、もう少し分かり易 く

お願いします。平た く言うとどういうこ とですか。  

 

平 た く 言 い ま す と 下 水 道 処 理 と い う の は 汚 水 管 だ け を 敷 設

した工事のやつで、 汚水処理というのは 先ほどの市営浄化槽 、

農集とか、全てのそ ういう生雑排水を処 理して行うというふ う

なことでございます 。ですので 、90 何％というのはいわゆる 公

共下水道、市営浄化 槽とか普通の合併処 理浄化槽とか全部を 含

めた処理を下水道。公共下水道の中には 汚水という管路と雨 水

という雨の水に対応 するとか色んなこと がございまして、こ こ
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で言う下水道にはそ ういうふうな、分か りにくくなってしま っ

たかもわかりません けども、今回 59.1％というのはあくまで 単

純に下水道管を設置 していくような所を 示しております。  

 

よろしいでしょうか 。恐らくトイレから の水が汚水、それ以

外 の 台 所 と か お 風 呂 も 全 部 含 め た の が 下 水 だ と 私 は そ う 受 け

取りましたけどよろ しいですか、一応。 違いますか。  

 

汚 水 処 理 人 口 普 及 率 と 申 し 上 げ ま す の は 生 活 排 水 処 理 の 施

設の手法でございま して、先ほど次長が 申し上げましたよう に

公共下水道で管路で 処理する施設も含め て全ての処理方法、処

理した普及率の割合 でございます。一方 で汚水、下水処理人 口

普及率と申し上げま すのは公共下水道、汚水管で流末排水ま で

行 く 処 理 方 法 だ け で ご ざ い ま す の で 当 然 そ の エ リ ア だ け の 処

理になりますので処 理が現在 53.1％とい うことで、生活排水 全

部で行きますと 92.6 ということでござ います。以上でござ い

ます。  

 

公 共 下 水 道 だ け の が 右 側 の 下 水 道 事 業 と い う こ と で い い で

すかね。わかってな かったのは私だけで すかね。大丈夫でし ょ

うか。よろしいです か。他にご質問あり ましたら。ご意見で も

結構ですが。どうぞ 。  

 

工 事 に つ い て で す が 管 路 を あ ち ら こ ち ら で や っ て い た だ い

て、下水道の推進に 頑張っていただいと るのは良くわかるん で

すけど、あの工事も う少し連携した、ど う言ったらいいやろ 、

去年こう道路の中に 埋管してってあると 、そこを蓋して出来 上

がりました、ちょっ と違う工事が入っと るんですけど、そう い

う こ と の な い よ う に 一 つ 各 部 署 連 携 と っ て お 願 い で き ま せ ん

ですかな。それがひ とつ。それからとん でもないこと言うか わ

かりませんけど、伊 勢湾が非常にきれい になり過ぎたって聞 い

たんですわ。魚がい なくなったと。水温 が上がったこともさ る

ことながら、それ以 上に魚のえさが無く なったということを 聞

いたんですわ。それ で漁業関係者の間で 非常にそれが問題化 さ

れて今後何らかの対 応が出てくるだろう ということですが、伊

勢湾総量規制の関係 、これ何か変化出て いますか。まだそこ ま

でいっていませんか 。少し知りたいので、お願いしたいんです 。 

 

工事の関係でござい ますが、工事につき ましては私どもの例

え ば 下 水 道 工 事 で あ れ ば ま ず 下 水 道 管 を 入 れ る 管 路 を 確 保 し

な け れ ば い け ま せ ん の で 、 そ れ に 伴 い ま し て 例 え ば ガ ス 管 な

り、水道管なりの移 設が必要になってま いります。そういっ た

面で予め占用者、私 どもで言ったら水道 管であったりとかは 事

前に調整をしまして その前年度に調整を かけまして、まず一 番

最 初 に 占 用 管 を 移 設 し て い た だ い た 中 で 翌 年 度 に 下 水 を 工 事

をさせていただくと 。そういう調整はさ せていただいており ま

した。ただ、大変長 い下水道管、時間が かかる工事でござい ま

す の で 少 し 調 整 が 取 れ て な い と い う ふ う に 思 う と こ ろ も ご ざ
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いますけれども、そ ういった面では埋設 管の占用者とガスも 下

水も NTT も全てそういった形で調整をさ せていただいた中で 、

下水道管の埋設をさ せていただいており ます。それと伊勢湾 総

量規制の関係でござ いますが、市営浄化 槽につきましては県 の

基準がございまして 、それに沿った形で その浄化槽の設置を さ

せていただいており ますので、そういっ た関係で段々市営浄 化

槽が増えてきておる という状況がござい ますので、そういっ た

面 で は 浄 化 を し て お る と い う の は 進 ん で お る と 思 う の で す け

ども、ただそれだけ ではないというのは 実際にはあるかと思 い

ますが、今のところ は私どもで言えば、市営浄化槽でそうい っ

た基準を基に設置を しておるという状況 でございます。以上 で

ございます。  

 

伊 勢 湾 総 量 規 制 の 基 準 値 が 緩 和 さ れ る 動 き が あ る の か と い

うお話なのかなと思 います。今のところ 、まだそこまで至っ て

いないと聞いており ます。これは、国で 審議会で決められる と

思うんですけども、私の聞いたところで すと、瀬戸内が緩和 さ

れたって聞いていま すので、それを追っ て、伊勢湾も、遅れ て

伊勢湾はいつも変わ ってきとるって聞い ていますので、変わ る

可能性はあると思う んですけど、今のと ころはまだ変わって な

いという状況だと思 います。  

 

伊 勢 湾 総 量 規 制 の 話 の 続 き で 少 し 補 足 を さ せ て い た だ き ま

す。伊勢湾総量規制 の数値というものは 決められており、こ れ

は国の審議会のほう で決められた数値が ございます。この数 値

のもう一つ、例えば 三重県の流域下水道 処理場ですとその基 準

値 以 内 で 自 分 ら の と こ で ま た 三 重 県 で 定 め た 基 準 を 定 め て お

ります。ですから、伊 勢湾総量規制の基準 値よりもかなり下で 、

安全安心綺麗な水で 放流しようというと ころの基準を決めて 、

そ れ で 三 重 県 の 例 え ば 流 域 下 水 道 で し た ら 放 流 し て い ま す け

れども、それかつ 、今 80％程度、かなり 、まあ言えば伊勢 湾 総

量 規 制 の 数 値 か ら 見 れ ば か な り 美 し く し て 放 流 し て お る 状 況

です。これを、三重 県のほうとしては、なるべく自分たちの 基

準 値 も 変 え な が ら 、 な る べ く 伊 勢 湾 総 量 規 制 の 基 準 値 内 の 中

で、最大限、特に窒 素とリンになるかと 思うんですが、そこ の

放流を、基準を上げ ていこうという動き は、昨年から試みて お

るということを県の ほうからお聞きして おります。それから 私

どもの単独処理場も ございますので、そ れらについても同じ よ

うに、伊勢湾総量規 制以内の中で、高い 数値をなるべく数値 で

放流していこうとい うかたちで、今操作 をしながらやってお り

ますが、なかなか古 い施設でございます ので、ダイアルを少 し

ひねれば温度が、エ アコンみたいに何度 設定にしたらピュッ と

変わるというような ものでは決してござ いませんので、非常 に

微妙な操作をしなが らやらなければあき ませんので、非常に 厳

しい、そこらへんは 難しい調整の運用の 仕方というのはある と

いうことも事実でご ざいますので、いき なり突出した措置を 挙

げ る よ う な と い う の は 非 常 に 厳 し い 状 況 に も あ る か と い う 状

況でございます。  
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志登茂川の浄化セン ターだったと思うん ですけど、見学に行

ったときに、水質濃 度は確かに上限値だ け普通決められてい ま

すけども、あそこは 下限値も設定したん ですね。非常に伊勢 湾

とかを考えた画期的 な取組をされている と思いますので、お そ

ら く 小 黒 委 員 の 気 持 ち が 以 心 伝 心 で 伝 わ っ て そ う な っ て い る

のかと思います。以 上です。  

 

ありがとうございま す。今、漁師さん死 活問題ですので、今

は大変。  

 

よろしいですか。  

 

どうぞ。  

 

今、伊勢湾総量規制 の問題について種々 ご意見を頂戴したの

で、私、途中で手を挙 げて少し補足しよう かと思ってのですが 、

そんなにすることは なくなってしまった ようなんですが、一 つ

だけ言いますと、綺 麗な水を配水すると いうことから、豊か な

水を配水しようとい うのが今三重県庁の 農林水産部、水産当 局

のほうの考え方で、そういうことから下 水道処理施設の排水 に

ついても処理がされ ています。それで、流域下水道について は

や は り 色 ん な 施 設 の 中 で そ う い う 排 水 濃 度 を 調 整 す る と い う

ことができるもので すから、雲出川左岸 にしても志登茂川に し

て も そ の よ う な 対 応 を も う ２ 年 ぐ ら い 前 か ら 少 し ず つ さ れ て

いますが、まだ実態 として伊勢湾の水自 体が豊かなものにな っ

て き て い る と い う と こ ろ ま で は い っ て い な い と い う こ と で ご

ざいます。瀬戸内海 の事例もありました けれども、東京湾と あ

と伊勢湾というのが 対象でございますの で、今後そういう動 き

は出てくるというふ うには思っています 。総量規制の問題は そ

こまでにしまして、少し質問をさせてい ただきたいのは、大 規

模団地等の共同汚水 処理施設の問題なん ですが、そういう団 地

の 管 理 組 合 と い う か 管 理 組 織 か ら も 津 市 が 移 管 を 受 け て そ の

処理をされていると いうふうに思ってお りますが、この計画 に

も出てきていますよ うに、今後、津市が そういう大規模団地 の

下 水 処 理 施 設 の メ ン テ ナ ン ス も 含 め た 色 ん な 諸 経 費 と い う の

が大体こう大きなも のになってくると思 っています。それで 津

市 の 財 政 に 大 き な 圧 迫 を す る の で は な い か と い う 心 配 を し て

いるのですが、その 点は如何なのでしょ うか。教えていただ け

ればと思います。以 上です。  

 

はい、このことにつ いて事務局からお願 いします。  

 

畑井委員おっしゃら れるとおり、今はま だ各団地さんから、

適切に維持管理をさ れた施設を、帰属を 受けて、こちらのほ う

で維持管理をさせて いただいている段階 です。委員ご指摘の と

おり、今後その施設 が一定の経年が経っ てまいりますと、更 新

というようなかたち で、投資が発生して まいります。それで 、
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今 回 計 画 で 農 集 の ほ う を 挙 げ さ せ て い た だ い て お り ま す け ど

も、当然、共同汚水 処理施設につきまし ても同じようなかた ち

で更新事業を計画し ていかなければなり ません。それにつき ま

しては、当然いただ いとる使用料だけで は、賄えない状況が 財

政 シ ミ ュ レ ー シ ョ ン の ほ う に も お 示 し を さ せ て い た だ い て お

りますけども、基準 外繰入金ということ で金額を明らかにさ せ

ていただいています けども、これがさら に増えてくるという こ

とは当然想定される 範囲内でございます 。ですので、これら の

施設が、今後更新を 向かえてまいります と、計画的には進め さ

せていただきますの で、単年度単年度の 税の導入というのを な

るべく抑制できる、フラットにできるか たちにはなりますけ ど

も、当然増えてまい りますので、市の財 政に大きな影響を及 ぼ

すということは当然 想定される部分でご ざいます。  

 

すみません。よろし いですか。  

 

どうぞ。  

 

あの大規模団地の施 設をそのまま受けて 市が管理する、まあ

当面はそうかもわか りませんけども、公 共下水道の管路と接 続

して直結にしてしま えば管理は一発、処 理場の一つになって し

まうと思うんです。 それではだめなんで すか。  

 

すみません。共同汚 水処理施設なんです けども、下水道の管

からも遠い所もござ いますし、あと共同 汚水処理施設末端の ほ

うになりますので、その管渠のほうに余 裕がないということ も

ご ざ い ま す の で 中 々 公 共 下 水 道 の 接 続 は 難 し い か と 考 え て お

ります。  

 

先 ほ ど 大 型 団 地 の や つ を と い う こ と で 共 同 汚 水 施 設 と い う

のは、うちが受け持 つのは 11 施設しかございません。あと の

大 き な 団 地 で も 今 共 同 汚 水 っ て や ら れ る 所 に は 管 路 を 繋 ぎ ま

す の で 、 共 同 そ の 施 設 自 体 は 地 元 の 管 理 の ま ま で お り ま す の

で、例えばここやっ たら、大きな団地、共同汚水としてもら う

団地は 11 団地しかございません。それ はあくまでも下水道 が

い か な く な っ た 施 設 の 団 地 に つ い て は そ こ に あ る 共 同 汚 水 を

うちが頂きます。で も下水道がいく近く の団地については今 ま

で 共 同 汚 水 に し た や つ を 下 水 が 引 っ 張 っ て そ こ の 施 設 に つ い

ては地元の物という ことでございますの で、逼迫といわれて 言

わ れ て い ま す け ど 全 て が 全 部 こ ち ら へ 来 る の で は な い と い う

ことだけご理解いた だきたいと。  

 

団地の汚水処理施設 がありますよね。そ こへ管路持って行っ

たら繋げるわけです やろ。ところが、下 水は圧送管違います ん

で、高低差とか色々 あると思うんやけど も、そのときはポン プ

場 の ポ ン プ 施 設 を セ ッ ト し な け れ ば な ら ん 場 合 が あ る か も わ

からん、新しい。で も、そこの処理工程 を無くして一番流末 で

の処理でいけるんと 違うんですか。  
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上 下 水 道 管

理局長  

 

 

 

小黒委員  

 

 

 

会長。  

 

 

どうぞ。  

 

今回共同汚水処理事 業と言いますのは、元々下水道エリアの

中 に 入 っ と っ た の を 下 水 道 が い く の に 時 間 が 掛 か っ て お 金 も

掛 か る と い う こ と で 外 し た 区 域 の 団 地 の 共 同 汚 水 を 市 で 管 理

しようというもので ありまして、下水道 エリアの中にある集 合

住宅、団地の、共同汚 水についてはもう管 を繋ぐだけですので 、

ここで言うと江戸橋 のハーモニータウン とか、もう管繋ぐだ け

で、それも施設は管 理していきません、管だけの管理という か

たちになります。で すので、下水道区域 から外したとこの団 地

は市が区域として認 めて、やろうとして いた区域を外したと い

う こ と で 市 の 方 で 管 理 さ せ て い た だ く と い う か た ち の 事 業 で

ございます。  

 

その外したところに ついては今、組合形 式で維持管理してお

ると思うんです。そ れをそのまま継続す れば市の財政に圧迫 す

ることがありません やんか、そこがわか らんわ。今、組合で 維

持管理していますわ ね、その下水道エリ アからはずれたとこ ろ

は。それを市が管理 するって言うても市 が、ほんとその組合 は

解散してしまって市 の下水道にしてしま うんですか。それは お

かしいのと違う。  

 

下水道、市が管理す ることで、共同水処 理事業。それぞれ今

までは組合でやられ て、団地の方が組合 へ負担金を出されと っ

たと思うんですけど 、市が管理すること で下水道使用料金頂 く

ようになっておりま す。うちのほうへ使 用料を頂く、それは 下

水道と同じような料 金で、使った水に応 じて使用料を頂くと い

う形でそれでその施 設自体は更新してい ただいて、新しくな っ

た 故 障 の な い よ う な 状 態 で う ち に い た だ く と い う 形 で 事 業 が

なっております。  

 

そ の 下 水 道 の 料 金 体 系 そ の ま ま に 置 い と い た ら よ ろ し い や

ないの。という事は 農業集落排水も同じ ですわな、公共下水 道

エリアからはずれと る。その料金体系そ のままで市がいま管 理

してもらっています やんか。違いますか 。  

 

農業集落排水確かに 、市がおそらくあそ こは人数割りとか基

本額いくらで人数割 りで頂いております 。それはもう市の事 業

としてやらせていた だいております。そ れで団地の集合住宅 と

いうのは団地の組合 管理ですので。  

 

で す か ら 組 合 の そ の ル ー ル そ の ま ま を 受 け 取 っ た ら よ ろ し

いやないか。なんで 公共下水道の料金体 系に変えるんですか ？  

 



23 

 

上 下 水 道 管

理局長  

 

 

 

 

 

小黒委員  

 

 

上 下 水 道 管

理局長  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

小黒委員  

 

 

 

 

 

 

 

上 下 水 道 管

理局次長  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

それはもう既に、条 例でそういうふうに 変えるということで

制度としてやらして いただいていますの で、下水に変わるも の

と し て 市 で 管 理 さ せ て い た だ く と い う 形 で や ら せ て も ら っ て

います。ですので、下水の料金を頂くと いう形、市営浄化槽 に

つ い て も 、 同 じ よ う な 形 で 下 水 の 使 用 料 と し て 使 用 料 の 体 系

で、お受けいただい ております。  

 

それは、初めてや。それやったら農業集 落排水も公共下水道

と同じ料金体系にし なければおかしいや ない。  

 

確かにそういうご意 見いただけたら、そ れが高くなるか安く

なるかという問題も ありますけれども、元々その旧の市町で や

っていた事業がその まま引き継がれてい ますので、その料金 体

系でやらせていただ いております。これ 公営化、企業会計化 に

な っ た 場 合 、 ど う す る か と い う 問 題 が た し か に 出 て き ま す ん

で、その際には下水 道料金と合わすのか 、どうなるのかとい う

部分を少し調整が必 要ですけども、いま 人数一人につき、間 違

えとったら申し訳な いのですけど、 300 円とか、そういう料 金

と基本額で頂いとる と思いますんで、実 際に使った水に応じ て

料金を頂くとなると 、ようけ使っていた だいたらご負担が多 く

なる可能性もござい ます。ですから、そ こはまだ合併前のそ れ

ぞれの市町村のやっ ていますので、企業 会計化のときに当然 議

論すべきことで課題 だとは思っておりま す。  

 

みんな一緒の体系や と思っていましたけ ど、集落排水は公共

下水道区域外だから 、独立した料金体系 で市が管理してもら っ

ている、そしたらど この団地か知りませ んが、まるまる団地 さ

ん の 組 合 で や っ て い る 時 間 で つ い た ら そ こ の ル ー ル で そ の ま

ま で 市 が 管 理 を す る と い う 事 に す れ ば 市 の 負 担 は 変 わ ら な い

と思うんですけど、それはやはり下水道 と同じにしなければ な

らないのですか。い いよ、今日と違うか わからないけど。  

 

前提としてですけど も、本来であれば下 水道計画のなかでお

っ し ゃ っ て み え る よ う な 団 地 も 含 め て 下 水 道 に 取 り 組 も う と

下水道に取り組んだ 場合は、下水道の料 金でという事ですけ ど

も、下水道エリア、下水道の整備の計画 から外れた所につい て

は、同じように下水 、いかなる処理形態 であったとしても、そ

の地域によって格差 が生まれないように 、下水道料金を基本 と

して下水道料金と同 じ体系で料金を頂こ うというのが、私共 の

方として津市の政策 としてやらせて頂い ています。ですので 、

副会長がおっしゃら れるように、いまの 自治会なり組合さん な

り で と ら れ て い る 料 金 体 系 を そ の ま ま 維 持 す れ ば い い や な い

かと言われると、そ の団地と隣の団地が それぞれの金額の設 定

が違えばですね、住 むところ、お住まい のところの地域によ っ

て、ご負担頂く額が 変わってまいります ので、どの市内にお い

て、どの地域にお住 まいの方でも、どの 汚水の処理形態であ っ

ても統一的な料金を ご負担いただこうと いうのが、今回の共 同

汚水処理事業であり 市営浄化槽事業であ りということで、市 の



24 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

小黒委員  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

上 下 水 道 管

理局次長  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

加治佐会長  

 

 

 

小黒委員  

 

施策としてそれを推 進させて頂いとると いうこと。それで加 え

て農業集落排水につ いてはそもそも、農 業集落排水としてこ の

下水道がいかないエ リアということで、そのエリアの方々の 大

分 の 負 担 を 貰 い ま し ょ う と い う 事 で 制 度 設 計 が な さ れ て き た

経過があり、合併後 もこれまでの協議の 経過、地元での協議 の

経過を踏まえて人頭 割と言いまして、そ の世帯に何人お住ま い

であればいくらとい う形の料金設定をさ せて頂く、それを合 併

後も継承させている という状況ですので 、市営浄化槽や共同 汚

水処理事業、公共下 水道事業、これにつ いては同じ料金体系 を

とらせていただいて おります。  

 

おっしゃることはよ くわかるんですけど 、今後それはやはり

統一する方向で何ら かの修正をしていっ てもらわなければ、い

けないと思いますけ どね。一発で一緒に はならないと思いま す

けど、ただね、基本 的にまるまる地域で 作った下水道施設と 、

まるまる地区、Ｂ地 区で作った下水道施 設と、これはね投資 し

た金額が違うんです よ、同じことしてい ても、なぜかという と

管路の延長とか機械 器具の使い方とか、高低差により設備が プ

ラスされたところと か、色んな条件があ るんで投資した金額 が

違うんですわ。です からもともとは、そ この組合員の人達が 了

解した上で自分達で それを投資して、作 った施設なんですね 。

それが何年経って手 入れされているかそ れはわかりません。で

すから数年、数十年 経ってこれはもう一 緒にしてもいいやな い

かということになれ ば、一緒にしても矛 盾は無いと思います け

ど。そこらあたりを 考えた上で、将来的 には下水道一つの設 定

金額に、やはりすべ きだと思いますけど 。ですからすぐには そ

れはできないと思う 。ですから最初から いきなり受ける時に 、

その今まであった、組合で管理しとった のをすぐに下水道に ボ

ン っ と 切 り 替 え る と い う こ と 自 体 が 少 し 矛 盾 が あ る と 私 は 思

いますけど、よろし いか。  

 

副会長おっしゃられ たのは当然そういう ことだと思います。

まだ下水道の整備も 終わっていません。 まだ市営浄化槽なり 、

合併浄化槽のお使い いただいていないご 家庭もございます。こ

れらが一定程度、全 てそういう何らかの 汚水処理の施設が入 っ

てきた時にどういう 料金を頂くことに、ご負担いただくこと に

よって、税の公平な 状態が生まれてくる かということは検討 し

なければいけないと 思いますけれども、たちまちですね、今 現

在そういう形ではで きないという状況が あります、ですが将 来

的 に は そ の よ う な 料 金 体 系 を 検 討 し て い か な け れ ば な ら な い

というふうには考え ております。  

 

よろしいでしょうか 、大切な話だったと 思います。他いかが

でしょうか、お金の 話難しいですけど経 営の審議会ですので そ

れが本当は一番の核 心部分だと思います 。  

 

言いにくいかと思う んですけど、すみま せん。もう少し言わ

せていただくと、千 里ヶ丘団地という県 営の大きな団地があ り
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関口委員  

 

 

 

 

まして、そこの処理 場は非常にくたびれ ていましたので、経 年

劣化で、スポンと繋 いでいただきました 。ありがとうござい ま

す。ところが、すぐ 横にある西千里とい う自治会、この一つ の

集 落 の 形 態 は も う 千 里 ヶ 丘 団 地 と 一 体 の 形 態 を な し て お る ん

ですが、まだ下水道 に繋いでいただいて ないんですわ。それ で

そこで小型合併、合 併浄化槽で対応して おる、非常に困って お

りますのでね、そう いうのは千里ヶ丘、横の団地、大規模団 地

なんかを繋ぎこんだ 時に同時に、幹線管 路を入れてやってい た

だ い て 同 時 進 行 で き る よ う な 状 態 に し て や っ て ほ し い ん で す

がな。地域的にもう 一つになってしまっ てますんで、今のと こ

ろ。そういうことも やはり考えてやって いただきたいと思い ま

す。他の地区でもこ ういうことはあると 思うんです。大きな 団

地、渋見さんはどう しているかわからん けど。ああいうふう に

旧集落があってその 横に大規模団地が開 発された、そこと生 活

形態が違うというの はやはり可哀想です ので、よろしくお願 い

したいと思います。  

 

最 後 は お 願 い と い う こ と で 聞 い て い た だ け れ ば と い う こ と

です。他いかがでし ょうか。どうぞ。  

 

少し時間も空いてし まったので、なかな かこう資料の内容が

入ってこなくって申 し訳ないんですけど 、その事業として目 標

としている、これぐ らいの理解で合って いるかということな ん

ですけど、目標とし ている汚水処理人口 の普及率は結構良い 感

じで達成してしまっ たので、もっと高い 目標値にしますよと い

うのが１つあるんで すよね。それでなん で早く達成してもっ と

高い目標にできるか っていうと、その内 訳、汚水処理人口の 内

訳 の う ち 公 共 下 水 道 の と こ ろ の 人 口 が 非 常 に 増 え た か ら と い

うことですかね。そ この処理人口の、な んというか内訳が変 わ

ったので、普及率が 高まったということ で、そこに大きく貢 献

しているのが、志登 茂の区域ということ なんでしょうか。  

 

ポイントの１つだと 思います。事務局説 明お願いします。  

 

そこがすごくいっぱ い書いてあるんです けど、あんまりよく

理解できなくて、今 さらで申し訳ないん ですけど。  

 

委員おっしゃるとお り、これあくまで人 口普及率ですので、

人口の密集地を整理 すれば普及率があが る、今まで何十年も 志

登茂エリアがされて なかった、いま津駅 周辺の整備をこの基 本

計画でやってますの で、そこの整備率が あがると普及率があ が

ったというふうなこ とでございます。  

 

そうすると、事業の 内容もいくつか変わ っているところはあ

るとは思うんですけ ども、収入としては 良い方向にいってる ん

ですか、それとも人 口が増えてると、な んか処理量が上がっ て

財政的には良い側に ふれてるということ なのかなと。  
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加治佐会長  

 

小黒委員  

 

加治佐会長  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

はい、どうぞ。  

 

委員、ご所見のとお りだと思います。当 然下水道処理の人口

が増えれば。その分 収益が上がってまい ります。逆に言えば そ

の増えた分だけは、維持管理にかかる費 用がかかります、か か

りますけども、その 全体計画を見据えて 、施設を整理してお り

ますので、施設の効 率があがるというこ とになりますので、収

支的には改善、どん どん改善していく方 向に進んでいくとい う

ことでございます。  

 

確かにやね、人口密 度の高い所を整理す れば、関口委員、ご

所見の通りだと思う んですが、先ほどか ら水道の方でもお示 し

させていただきまし たし、下水道事業の 方でもお示しをさせ て

いただいておるんで すが、一時はそうい うところを早く整理 す

れ ば 増 え る ん で す が 、 時 間 の 経 過 と と も に 人 口 が 減 少 し て い

く、水道の使用量も 同じように減ってい くということは、そ の

分 使 用 料 の 収 益 が 落 ち て く る と い う こ と に 繋 が っ て 参 り ま す

ので、将来長い状況 を踏まえると厳しい 状況には変わりはな い

ということでござい ます。  

 

ちょっと補足させて いただきたい、先ほ どの質問に対して。

本当は、人口密集地 で生活している人、あるいは団地、完全 な

団地計画で団地開発 された団地に住んで みえる人、こういっ た

方はもう既に綺麗な 浄水の水がいって、下水道も整備されて ま

す。道路もきちんと 出来てるんです。と ころが本当にきれい な

水が欲しくて下水道 の整備がほしい、こ れを待っているのは 郊

外に住んで居る住民 なんですわ、そこら を忘れていただくと こ

れ大変なことになる と思います。そこも 理解してやっていた だ

きたい。経費がかさ みます。供用率はな かなか伸びない、人 口

の 少 な い と こ ろ は 。 で も 本 当 に 待 っ て い る 人 ら は そ こ な ん で

す。ですから、密集 地の人は管の整備も すぐにできるだろう と

思うんですけど、そ こら辺り漏れのない ように皆さん１つお 願

いしたいと思います 。以上です。  

 

今の質問というより 、意見だと思います 。  

 

上下水道はインフラ の一番基本やでな、 頑張ってください。 

 

私は素人なんですが 今のお話で思い出さ れるのは、大型団地

とかに繋ぐと、原価 が公共下水道の汚水 処理の原価は下がる ん

ですよね。下がるか ら、使用料単価より も下がる、もっと下 が

る可能性がある、ト ンネルの出口が見え てくるという事だと 思

います。そうします と、黒字になる、平 たく言うと黒字にな り

ますので、地方へも 、資金をつぎ込める ようになるという、私

は こ の 見 直 し 案 は そ う い う シ ナ リ オ か と 受 け 止 め た ん で す け

ど、違ってましたら その辺りまた、説明 お願いしたいんです が、

よろしいですか。  
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会長おっしゃられる 通り、当然収支が改 善して参りますし、

大型団地等におきま しては、その大型団 地の集中浄化の所で 迎

えに行くという形で 接続する形で、下水 道の受益がとれると い

うことになります、当然そこはもう管路 が末端管路が整備さ れ

ていますので、新た な投資が必要ではな くて、その管路に、処

理場に繋ぎこむこと によって、下水道の 普及が進むというこ と

ですので、そういう 所がいけば汚水処理 原価というのが徐々 に

下がってくる、ただ 、管理者が申し上げ た通り今の段階では 改

善していく方向にあ るんですけども、維 持管理経費も徐々に 上

がっていくであろう ということも想定さ れますし、もう何年 も

前 に 整 備 し た も の に つ い て は 更 新 も し て い か な け れ ば い け ま

せんので、それらの 経費がどんどんかさ んでくると、今の料 金

の水準で頂いてくる と、人口の減少も含 めて、収益のほうが 悪

化してくる、末はで す、長い目でみれば 、末はそういうこと も

想定されますが、一 旦今の業務、この基 本計画でいく令和９ 年

までの間はそういう 収益改善の方向を、見定めた形で、人口 集

中 地 域 の 下 水 道 事 業 の 推 進 を 図 っ て い こ う と い う こ と で こ の

計画を作らせていた だいております。  

 

あと何か質問ご意見 ありませんでしたか 。どうぞ。  

 

小黒副会長様の説明 が非常によくわかっ たのですけど、大変

申し訳ないですが、こういう会議がある 場合、事前に資料を い

ただけると、少し読 み込んで来れますの で、大変申し訳ない 、

この下水道の所あん まり資料が多くて、この１時間少しでず っ

と何回も読んでいま やっと分かったよう な次第ですので、も し

よかったら資料事前 にいただけるとあり がたいです。お願い で

す。  

 

ぼちぼち時間ですが 、評価シートの中で は、平準化債につい

て書かれている事務 局の回答、結構あっ たと思うんですが、あ

の解釈というか説明 、平準化債のメリッ ト、デメリットぐら い

最後に一言、導入の 利点とかリスクとか 少し説明いただけた ら

と思います。いかが ですか。  

 

下水道の平準化債と いう起債、借入金で すけれども、これに

つきましては、下水 道施設を整理する際 に、国から起債を借 金

をさせていただける んです。これの償還 が 40 年の償還にな っ

ています。それで通 常の施設の減価償却 というのはコンクリ ー

ト構造物とかであれ ば 50 年ということ でなりますので、こ の

10 年 の 差 を 埋 め る べ く 財 源 と し て そ の 部 分 の 手 立 て を し よ う

というのが資本費平 準化債という、平準 化債という起債にな り

ます。この起債は当 然残りの 10 年の不足する資金を補う部 分

でございますので、 10 年で償還する形 になります。 10 年償還

ですので、借りてく る金額に対しての返 済というのは、借り た

金額のざっぱくにい えば 1/10 を、毎年度償還していくとい う

かたちになります。 それで施設がどんど ん 40 年の中で、借 入

いかなければいけま せんので、今年間 13 億円少しですけども 、
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借りています。これ が、徐々には減って いくんですけども、ず

っと 10 億前後を今 後 10 年間ぐらいは 借り続けていくとい うこ

とになりますので、借り続けていけば、起債の毎年度の償還 が

増えていくというこ とになりますので、これは経営自身に非 常

に大きな影響があり ます。それでこれを 借りなくて済まそう と

いうことに借りない ようにしようと思え ば、不足する部分を 、

税 金 で 補 填 を し て 頂 く し か な く な っ て し ま う と い う こ の バ ラ

ンスがありまして、税金での補填を一定 程度抑えつつ、借入 を

抑 制 し て い か な け れ ば な ら な ら い と い う 所 が あ る ん で す け ど

も 、 今 の ま ま で い け ば 今 借 り ら れ る 上 限 額 を 常 に 借 り て い ま

す。この上限額が今 年度 13 億 6000 万でしたっけ。 13 億 6000

万を借りていますの で、この償還が２年 据え置きで、２年後 か

らスタートしますけ ど、だいたい年間１ 億 6000 万から、 7000

万これがずっと増え ていきますので、非 常にこう、公債費っ て

いいますかね、借金 の返済というのが今 後、非常に厳しくな っ

てくる。支出におけ る、元金の償還が増 えてくるということ に

なるんですけれども 、以前に借りている 、借入金がどんどん 終

わ っ て き て い ま す の で 、 今 し ば ら く は 全 体 の 償 却 額 は 減 少 傾

向、毎年度の償還額 は減少傾向になるん ですけども、その大 き

な償還が終わってく ると、資本費平準化 債の償還が増えて参 り

ますので、10 年後くらいになるとまた増 えてくるという状況 が

想定されてるところ でございます。  

 

よろしいですか 。委 員の方、この 後、ご 意見よろしいですか 。

どうもありがとうご ざいます。難しそう ですが、よろしくお 願

いします。ではもし 質問ご意見ありませ んでしたら、下水に つ

きましては、この程 度に留めたいと思い ます。以上で中間見 直

しについての審議が 終わったということ にさせてください。以

上 の ２ 点 の 見 直 し に つ い て は 本 日 各 委 員 か ら 出 さ れ ま し た 意

見 を 事 務 局 で 整 理 い た だ き そ の 確 認 に つ い て は 会 長 に 一 任 い

ただけますでしょう か。  

 

異議ありません。  

 

ありがとうございま す。それではご一任 頂きましたので、私

のほうで内容を確認 したいと思います。それでは最後に協議 事

項の３その他に移り ます。委員の皆様か ら何かありませんで し

ょうか。  

そ の 他 ま ず は 事 務 局 か ら 訂 正 の お 知 ら せ が あ る そ う で す の

で。はいどうぞ。  

 

水 道 の 方 の 基 本 計 画 の 見 直 し の 方 で ご 議 論 を い た だ き ま し

て、その中で小黒委 員の方から津市の水 源別の割合をという こ

とで、私の方でお答 えさせていただいた んですが、その中で 数

字の方が少し間違え ておりまして、訂正 させていただきたい と

思います。本市 の水 源別の割合ですが 、表流水が当初 19％と お

答えさせていただき ましたが 15％。伏 流水が 19％とお答 えさ

せて頂きましたが 22％。浅井戸 、10ｍくらいの浅い井戸のほ う
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が７％とお答えしま したがこちらが４％ 。深い井戸、深井戸 が

こちら１％とお答え させていただきまし たところ１％です。そ

れと県営水道の受水 なんですが、当初 54％とお答えさせてい た

だきましたが、こち らが 58％、四捨五入 の関係がございます の

で、実際のとこ ろ 57.5％なんですが、58％。すみません 。お 詫

びして訂正させてい ただきたいと思いま す。  

 

ありがとうございま す。他は、同様のコ メント、ご意見、ご

質問ございますか。それでは、特に無い ようですのでご意見 等

出 尽 く し た と い う こ と で 、 本 日 の 協 議 事 項 は 終 了 と い た し ま

す。他に事務局から 伝達事項はございま せんか。  

なお本日の会議録の 内容につきましては 、これまで同様私の

ほうで確認しホーム ページへ掲載いたし ますので、ご承知お き

ください。委員のみ なさまには貴重なご 意見を頂くとともに 議

事 進 行 に つ い て の 格 別 の ご 協 力 を 誠 に あ り が と う ご ざ い ま し

た。以上です。  

 

加治佐会長、また委 員の皆様、長時間に 渡りご協議いただき

ましてありがとうご ざいました。それで は、閉会にあたりま し

て上下水道管理局長 からご挨拶申し上げ ます。  

 

【挨拶】  

 

 

これをもちまして 第 10 回津市上下水 道事業経営審議会を 閉

会とさせていただき ます。本日はありが とうございました。  

 


